
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
一
号
）

一

保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書
等
の
様
式
に
つ
い
て
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
廃
止
に
係
る
経
過

措
置
の
終
了
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
立
学
校
の
授
業
料
等
の
減
免
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
号
）

一

授
業
料
及
び
受
講
料
の
減
免
に
係
る
対
象
者
の
範
囲
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
は
、
令
和
七
年
度
分
の
授
業
料

及
び
受
講
料
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。


